
船舶事故調査報告書 
 

 

   船種船名 釣船 うしお丸 

   船舶番号 ２８１－２１１００愛媛 

   総トン数 ５トン未満（長さ５.８５ｍ） 

 

   事故種類 転覆 

   発生日時 平成２１年９月１９日 ０７時４５分ごろ 

   発生場所 来島海峡中水道 

         ナガセ鼻灯台から真方位１１８°３８０ｍ付近 

         （概位 北緯３４°０７.０′ 東経１３３°００.０′） 

 

 

                        平成２２年９月９日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  山 本 哲 也 

                                     委   員  石 川 敏 行 

                                     委   員  根 本 美 奈  

 

 

１ 船舶事故調査の経過 
 

１.１ 船舶事故の概要 

 釣船うしお丸は、船長ほか同乗者１人が乗船し、来島海峡中水道を北進中、平成 

２１年９月１９日（土）０７時４５分ごろ転覆した。 

 同船は、主機関を濡れ損したが、死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

 1.2.1 調査組織 

  運輸安全委員会は、平成２１年９月２４日、本事故の調査を担当する主管調査官

（広島事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官
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を指名した。 

 

 1.2.2 調査の実施時期 

  平成２１年９月２９日、１０月２５日、２６日、１１月１９日、２４日、２６日、

２７日、１２月２１日 口述聴取 

  平成２１年１０月７日、１５日 回答書受領 

平成２１年１０月２５日 現場調査 

   

 1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

  原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 
 

２.１ 事故の経過 

 本事故が発生するまでの経過は、うしお丸（以下「本船」という。）船長及び同乗

者の口述によれば、次のとおりであった。 

船長は、平成２１年９月１９日の朝、釣りに出かける前に、海上保安庁来島海峡海

上交通センター発行の「来島海峡の汐
しお

り ２００９年」（以下「汐り」という。）を見

て、当日が大潮であること、及び来島海峡の潮流が南流であることを知った。しかし、

船長は、汐りに記載されている来島海峡中水道（以下「中水道」という。)の転流時刻、

南流最強時刻及び流速までは確認せず、また、当日の流速欄に‘渦潮に注意を要する

ことを示す網掛け’(以下「渦潮注意表示」という。)がされていることに気付かな 

かった。 

 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者１人を乗せ、各自が持参した救命胴衣（固

形浮体）を着用し、あじ釣りのため、０６時００分ごろ愛媛県今治市波止
は し

浜
はま

の係留地

を出発し、来島海峡西水道（以下「西水道」という。)を東進して今治市馬島
うましま

西部の馬

島漁港沖の釣り場に向かった。 

 船長は、馬島漁港沖の釣り場で釣りを行ったが、釣果がなかったので、馬島南方か

ら中水道を東進して来島海峡東水道（以下「東水道」という。)に入り、今治市大島西

部の下田
し た だ

水
み

沖及び水場
みず ば 

沖に移動して釣りを行ったが、ここでも釣果がなかった。 

 船長は、中水道を北進して今治市波方
なみかた

町北方の釣り場に移動することにし、０７時

３４分ごろ、ナガセ鼻灯台から０８５°（真方位、以下同じ。）２,１００ｍ付近の水

場沖の釣り場を出発した。 

船長は、右舷船尾付近で中腰となって姿勢を低くし、左手で舵柄の操作を、右手で
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機関操縦レバーの操作を行い、同乗者を船体中央にある機関ケーシングの前方に座ら

せて、時速約１０kmの速力（対地速力、以下同じ。）で東水道を西進した。 

船長は、潮流を船尾方向から受け、船首が左右に振られるような感じを受けながら

東水道を中渡島
なかとしま

南方に向けて西進を続け、中渡島南方２００ｍ付近で右転して中水道

に入り、同じ速力で北北西進を始めた。 

 船長は、前方のナガセ鼻沖に白波が見えたことから、ナガセ鼻と中渡島の間の中水

道最強部では、南に向かって流れるかなり速い潮を船首方向から受けることになるの

で、中水道を北進できないのではないかと思っていたところ、「カタッ、カタッ。」と

いう音とともに船尾が左右に振られたことに気付いた。 

 船長は、約１０km/hの速力で航行していたので、舵が効かなくなるのではないかと

思い、一気に機関操縦レバーを全速力前進としたとき、本船は、右舷船尾付近で発生

した渦潮のくぼみに右舷船尾部が巻き込まれ、船尾が下がって船首が持ち上がり、右

舷船尾部から海水が流入したため、右舷側に傾斜して一瞬のうちに転覆した。 

 船長及び同乗者は、落水したが、携帯電話で海上保安庁に１１８番通報し、漂流し

ていたところを巡視艇に救助された。 

 

 本事故の発生日時は、平成２１年９月１９日０７時４５分ごろで、発生場所は、ナ

ガセ鼻灯台から１１８°３８０ｍ付近であった。 

（付図１ 推定航行経路図 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶等の損傷に関する情報 

 船長の口述によれば、主機関が濡損したが、船体に損傷はなかった。 

（写真１ 本船全景、写真２ 主機関及び船首甲板、写真３ 船尾甲板 参照） 

 

２.４ 乗組員に関する情報 

  (1) 性別、年齢、操縦免許証 

    船長 男性 ４５歳 

     二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 平成４年１０月１日 

      免許証交付日 平成１９年９月１３日 

             （平成２４年１０月１６日まで有効） 

  (2) 主な乗船履歴等 
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    船長の口述によれば、釣りに出かけるため、約２年前に中古の小型船舶を初

めて購入し、約１年前に中古の本船を購入して月１回くらい釣りに出かけてい

た。主な釣り場は馬島の北方で、これまでに中水道を航行した経験が３回あっ

た。 

  (3) 健康状態 

    船長の口述によれば、健康状態は良好で、視力は両眼とも裸眼で０.５、聴

力は低音が聞こえづらいが、会話には支障がなかった。 

 

２.５ 潮流の確認に関する情報 

  (1) 船長の口述によれば、次のとおりであった。 

来島海峡では、潮流が速いと思っていたが、何とか中水道を北進して波方ま

でたどり着けるだろうと思っていた。これまでも、出港前に潮流の速さを確認

していなくても無事に航行できていた。来島海峡の潮流がこれほど速いとは思

わなかった。事故当日、出港前に汐りを見て、大潮であること、及び南流であ

ることが分かったが、転流時刻、南流最強時刻及び流速並びに渦潮注意表示ま

では確認しなかった。渦潮注意表示に気付いていたら、来島海峡を横断する必

要のない波方北方の釣り場に行っていたと思う。 

  (2) 同乗者の口述によれば、本船に同乗させてもらったのは、今回が２回目だっ

た。船長は、汐りで潮の干満と潮流の方向しか見ておらず、流速等を気にして

はいなかった。 

 

２.６ 船舶等に関する情報 

 2.6.1 船舶の主要目 

  船 舶 番 号  ２８１－２１１００愛媛 

  船 籍 港  愛媛県今治市 

  船舶所有者  個人所有 

  総 ト ン 数  ５トン未満 

  Ｌｒ×Ｂ×Ｄ  ５.８５ｍ×１.６９ｍ×０.５３ｍ 

  船    質  ＦＲＰ 

  機    関  ディーゼル機関（船内機）１基 

  出    力  １７kＷ（連続最大） 

  推 進 器  ３翼固定ピッチプロペラ１個 

  航 行 区 域  平水区域 

  進 水 年 月  昭和６１年４月 

  最大搭載人員  旅客６人、船員１人計７人 
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 2.6.2 積載状況 

  船長の口述によれば、係留地出発時には、燃料として軽油約４０ℓ を搭載し、喫

水は、船首約０.２ｍ、船尾約０.９ｍで、右舷船尾部における海面から船縁までの

高さは、約０.４５ｍであった。 

 

 2.6.3 船舶に関するその他の情報 

  本船は、船体中央部に主機関を覆う機関ケーシングがあり、その後方に機関回転

計、航海灯スイッチ及びスターターキー差込口が組み込まれたパネルが、同パネル

の右舷側にクラッチ、機関操縦レバー及び魚群探知機が設置されていたが、ＧＰＳ

プロッターは、設置されていなかった。 

  機関ケーシング前方の船首甲板には、左右に各１個の生け簀があり、船尾甲板に

は、左舷側に物入れが、右舷側に生け簀がそれぞれ設けられ、船尾端の中央には、

スパンカーが巻き付けられたマスト、舵を操作する舵柄を差す穴及びプロペラ引揚

げ用のハンドルが設置されていた。 

  船長の口述によれば、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合や故障はなかっ

た。 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

 2.7.1 気象観測値及び潮汐 

   (1) 気象観測値 

     事故発生場所の南西約４.５㎞に位置する今治地域気象観測所の事故当日

の観測値は、次のとおりであった。 

      ０７時４０分 風向 北東、風速 １.８m/s、気温 ２１.４℃、 

             日照時間 １０分 

      ０７時５０分 風向 北東、風速 １.７m/s、気温 ２１.５℃、 

             日照時間 １０分 

   (2) 潮汐 

     海上保安庁刊行の潮汐表によれば、事故当時、事故発生場所付近の潮汐は、

上げ潮の中央期であった。 

   (3) 潮流 

     海上保安庁刊行の潮汐表によれば、次のとおりであった。 

事故当日は、大潮で、中水道（潮流の基準点：中渡島潮流信号所の西方約

２８０ｍ、以下同じ。）における南流開始時刻が０５時２７分、南流最強時

刻が０８時２９分で、南流最強時の流速は８.３ノット（kn）であった。 
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 2.7.2 乗組員等の観測 

  船長の口述によれば、事故当時、天気晴れ、風はほとんどなく、視界は良好で 

あった。また、波高は、約０.５ｍで、半径２ｍ以上及び深さ約１ｍの渦潮が右舷

船尾付近で発生した。 

 

 2.7.3 汐りの記載内容 

  汐りには、事故当日の潮汐等が、次のとおり記載されている。 

   (1) 今治港における潮汐 

満潮時刻 潮 高 干潮時刻 潮 高 

  ０４時４６分 ８０㎝ 

１０：５２ ３６８㎝   

  １６時５９分 ６６㎝ 

２３：１１ ３６２㎝   

   (2) 中水道の潮流 

北流開始 北流最強 北流最強時の
流速 (kn) 

南流開始 南流最強 南流最強時の
流速 (kn) 時刻 時刻 時刻 時刻 

 02:27 7.6    

   05:27 08:29 8.3(網掛け) 

11:32 14:45 8.5    

   17:53 20:51 8.4(網掛け) 

   (3) 日出没時刻 

日出時刻 ０５時５３分、日没時刻 １８時１０分 

 

２.８ 事故水域等に関する情報 

  (1) 海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌によれば、次のとおりである。 

      来島海峡は 燧
ひうち

灘
なだ

と安芸灘
あ き な だ

とをつなぐ瀬戸内海の要衝であり、また、第一の

難所である。この海峡には小島
お し ま

、馬島
うましま

、中渡島
なかとしま

、津島
つ し ま

などの島々が散在するた

め、可航幅が狭く屈曲し見通しが悪い。さらに潮流は複雑で、通峡船舶も非常

に多い。強潮時や視界不良時は通峡しないほうがよい。 

     来島海峡は上記の島々により四つの水道に分けられている。 

     馬島の西側の西水道、馬島と中渡島との間の中水道、武志
む し

島
しま

と大島との間の

東水道及び西水道の北西方にある小島と波止浜
は し は ま

との間にある、小型船の通航路

となっている来島ノ瀬戸がある。 

     各水道の流れは非常に強烈で、ところどころに急潮や渦流*1が発生し、非常

                         
*1 「渦流」は、「渦潮」と同義語である。 
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に複雑である。また、島陰などでは反流区域となり、流速は一般に弱く流向は

一定しない。 

       各水道の概況は次のとおりである。 

     1  中水道の中央線に沿っては、南流（北流）は波止浜の低潮（高潮）約１時 

    間２０分後から高潮（低潮）約１時間２０分後まで流れる。流速の最強とな 

    るところは南、北流ともに、最狭部を少し過ぎた付近であって、最強流速は 

    １０knを超える。 

     2  西水道の中央部付近では南、北に流れ、最強流速は８knに達し、転流は中 

    水道より約２０分遅れる。強流域は南流の際には、水道のほぼ中央線付近で、 

    北流の際には、馬島の南西角付近から小島の北東角に向かう線上付近であり、 

    北流時には強流域が小島に接近する。 

     3  東水道の中央部付近では南東、北西に流れ、最強流速は６knに達し、転流 

    は中水道とほとんど同じである。 

         中渡島、大浜、長瀬ノ鼻、大角鼻及び津島には潮流信号所があり、大角鼻 

    及び長瀬ノ鼻の潮流信号所では電光板により、また、大浜、津島及び中渡島 

    潮流信号所では灯光等により、それぞれ、潮流の流向、流速の現状等の情報 

    を知らせている。なお、大浜潮流信号所では日本語によるラジオ放送 

    （１,６６５ｋHz）でも情報を提供している。 

 (2)  海上保安庁刊行の海図Ｗ１３２（来島海峡）には、中渡島西方の来島海峡航 

   路内に渦流が発生することを示す海図図式が図載されている。 

  

２.９ 船長の来島海峡の潮流に関する認識 

 船長の口述によれば、次のとおりであった。 

船長は、これまでに中水道を航行した経験が３回あり、潮流を確認しなくても無事

に航行できていたので、出港前に流速までも確認したことはなかった。日ごろから来

島海峡の潮流は、速いと思っていた。しかし、中水道での潮流が、これほど速いとは

思っていなかったし、来島海峡で渦潮が発生することは知らなかった。潮流が速いと

きに航行した経験がなかった。 

波方を出てから水場沖までの往航時は、南流で南へ流されたが、強く流されること

はなかった。復航時も南流であり、往航時よりも流れが速くなっているだろうと思っ

ていたが、流速までは分からなかった。中渡島南方を通過したとき、結構、速く流れ

ていると思った。ナガセ鼻と中渡島の間の中水道最狭部では、かなり速い南流を船首

方向から潮流を受けることになるので、中水道を北進できないのではないかと思った。 
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２.１０ 救助に関する情報 

 船長及び同乗者の口述によれば、次のとおりであった。 

  (1) 船長 

    船長は、船底を上にして転覆した本船の下に入ってしまったので、渦潮に巻 

   き込まれながらも、船縁
ふなべり

を押し上げて、転覆から約１分後に海面に浮上した。 

    船長は、携帯電話を救命胴衣の胸ポケットに入れていたが、防水型でなかっ 

   たので、海水に濡れて使用できなかった。しかし、防水型の携帯電話を持って 

   いた同乗者が、海上保安庁に連絡している声が聞こえた。その後は、海水を飲 

   まないように口を閉じ、頭部を後方に反らし、仰向けになるような姿勢をとっ 

   て救助を待った。 

    漂流中の船長は、０８時０７分ごろ、ナガセ鼻灯台から１６７°２,５７０ 

   ｍ付近において、巡視艇により救助された。 

  (2) 同乗者 

    同乗者は、船長と同様に転覆した本船の下に入ってしまい、救命胴衣のひも 

   が船体に引っ掛かったため、浮上できずにもがきながら何度も引っ掛かったひ 

   もを引っ張っていているうちに、ひもの縫い目が外れ、船長よりも早く海面に 

   浮上することができた。 

    同乗者は、浮上したとき、船長の姿が見えなかったことから、大声で叫んだ 

   ところ船長の返事が聞こえ、約３０～５０ｍ離れたところに船長の姿を確認し 

   た。その後、ズボンの右ポケットに入れていた防水型の携帯電話を取り出し、 

   ０７時４７分と時刻が表示されているのを見て、携帯電話が使えると思い、転 

   覆から約２分後に海上保安庁に１１８番通報をして事故の発生を知らせ、携帯 

   電話を通話状態としたまま救助を待った。 

    同乗者は、通報から約１０分後に現場に到着した巡視艇２隻を認めたので、 

   携帯電話により巡視艇との位置関係を海上保安庁に知らせた。 

    漂流中の同乗者は、０８時２５分ごろ、ナガセ鼻灯台から１４７° 

   ４,６５０ｍ付近において、巡視艇により救助された。 

  (3) 本船 

    転覆した本船は、巡視艇により付近のマリーナにえい
．．

航された。 

 

 

３ 分 析 
 

３.１ 事故発生状況の解析 

 3.1.1 事故発生に至る経過 
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  ２.１から、本船は、大島の水場沖から、波方北方沖の釣り場に移動するため、

東水道から中渡島南方を通過して中水道に入り、時速約１０kmで北進中、右舷船尾

付近で発生した渦潮に巻き込まれ、船尾が下がって船首が持ち上がり、右舷船尾部

から海水が流入し、右舷側に傾斜して転覆したものと考えられる。 

 

 3.1.2 事故発生日時及び場所 

  ２.１から、本事故の発生日時は、平成２１年９月１９日０７時４５分ごろで、

発生場所は、ナガセ鼻灯台から１１８°３８０ｍ付近であったものと考えられる。 

 

３.２ 事故の要因の解析 

 3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

   (1) 乗組員 

     ２.４(1)から、船長は、適法で有効な操縦免許証を有していた。 

   (2) 船舶 

     ２.１及び2.6.3から、事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障

はなかったものと考えられる。 

 

 3.2.2 操船の状況に関する解析 

  ２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

   (1) 船長は、右舷船尾部に中腰となって低い姿勢をとり、右手で機関操縦レ 

    バーを、左手で舵柄を操作しながら、中水道を時速約１０kmの速力で北進中、 

    機関操縦レバーを全速力前進としたとき、右舷船尾付近で発生した渦潮に右 

    舷船尾部が巻き込まれ、船尾が下がって船首が持ち上がり、右舷船尾部から 

    海水が流入し、右舷側に傾斜して転覆した。 

   (2) 船長は、中水道では、速い潮流を船首方向から受けて舵が効かなくなるの 

    ではないかと思い、機関操縦レバーを全速力前進とした。 

 

 3.2.3 気象及び海象の状況 

  ２.１及び２.７から、事故発生時、天気晴れ、風はほとんどなく、海面は穏やか

で、視界は良好であった。また、潮汐は、上げ潮の中央期に当たり、中水道での潮

流は、南流約７.７knで、本船の右舷船尾付近で半径２ｍ以上及び深さ約１ｍの渦

潮が発生したものと考えられる。 

 

 3.2.4 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.５、２.９、２.１０、3.2.2及び3.2.3から、次のとおりであったもの
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と考えられる。 

(1) 本船は、南流強潮時の来島海峡中水道を北進中、右舷船尾付近で発生した

渦潮に巻き込まれたことから、船尾が下がって船首が持ち上がり、右舷船尾

部から海水が流入し、右舷側に転覆した。 

(2) 事故当時、中水道では、南流強潮時に当たっており、本船の右舷船尾付近

で半径２ｍ以上及び深さ約１ｍの渦潮が発生した。 

(3) 船長は、これまでに中水道を３回航行したことがあったものの、強潮時に

航行したことがなかったので、南流強潮時に中水道で渦潮が発生することが

あることを知らなかった。 

   (4) 船長は、事故当日、出港前に汐りを見て、大潮であること、及び来島海峡

の流向が南流であることを知ったが、これまでも潮流の最強時刻及び流速な

どを確認していなくても、中水道を無事に航行できていたので、転流時刻、

南流最強時刻及び流速並びに渦潮注意表示を確認しなかった。 

   (5) 船長及び同乗者は、本船が転覆して落水した際、救命胴衣を着用していた

ことから、海面に浮いた状態で漂流することができた。また、同乗者が防水

型の携帯電話を所持していたことから、海上保安庁に１１８番通報すること

ができ、さらに、通話状態を保つことができたことにより、巡視艇との位置

関係を通報することができたため、早期に発見救助された。  

   (6) 海上交通安全法第２０条には、船舶は、来島海峡航路をこれに沿って航行

するときは、順潮の場合は中水道を、逆潮の場合は西水道を航行しなければ

ならないと定められている。 

本船が、この航法に従って西水道を航行していれば、本事故を回避するこ

とができた可能性があると考えられる。 

 
 

４ 原 因 
  

 本事故は、南流強潮時の来島海峡において、本船が、中水道を北進中、右舷船尾付

近で発生した渦潮に巻き込まれたため、船尾が下がって船首が持ち上がり、右舷船尾

部から海水が流入し、右舷側に転覆したことにより発生したものと考えられる。 

 本船が渦潮に巻き込まれたのは、船長が、南流強潮時に中水道で渦潮が発生するこ

とがあることを知らずに北進したことによるものと考えられる。 

 本船が南流強潮時に中水道を北進したのは、船長が、これまで潮流の最強時刻及び

流速などを確認していなくても、中水道を無事に航行できていたので、出港前に転流

時刻、南流最強時刻及び流速並びに渦潮注意表示を確認していなかったことによるも
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のと考えられる。 

 

          

５ 所 見 
 

本事故は、南流強潮時の来島海峡において、本船が、中水道を北進中、渦潮に巻き

込まれたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。 

また、本船の乗船者は、救命胴衣を着用していたこと、及び防水型の携帯電話を所

持していたことから、転覆して落水した際に、海上保安庁に１１８番通報することが

でき、早期に発見救助され、被害の軽減につながった。 

これらのことから、小型船舶の操縦者は、来島海峡を航行する場合には、出港前に、

潮流の転流時刻、方向、最強時刻及び流速などを確認し、強潮時には、できる限り来

島海峡の航行を控えることが望ましく、また、小型船舶に乗船するときには、救命胴

衣を着用し、防水パック入り携帯電話など防水性のある携帯電話を持参して連絡手段

を確保するとともに、事故発生時には、１１８番通報を活用することが望ましい。 

なお、小型船舶であっても、来島海峡航路を航行する場合には、海上交通安全法に

規定する航法を遵守しなければならない。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



付図１ 推定航行経路図 
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写真１ 本船全景 
 
 

スパンカー用マスト

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

写真２ 主機関及び船首甲板 
 
 
 
 
 
 生け簀 

 
 
 
 

主機関 
 
 
 
 
 
 

機関ケーシング 
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写真３ 船尾甲板 
 舵柄を差し込む穴 

 
 

生け簀 プロペラ引揚げ用のハンドル 物入れ 
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